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はじめに  

 

平成２４年４月１日施行の児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号、以下「法」と

いう）改正による障害児施設・事業の一元化により、児童発達支援は、主に就学前の

障害のあるこどもを対象に発達支援を提供するものとして位置付けられるとともに、

保育所等訪問支援が創設されました。平成３０年４月には、法改正当初から事業を運

営し始めている事業者は６年間の期間が満了し、初めて指定更新の時期を迎えまし

た。この間、利用する子どもの人数、費用及び事業所の数が大幅に増加する一方で、

支援の質に関する課題が繰り返し叫ばれ、こうした現状を踏まえて事業をとりまく体

制も変化を続けてきました。令和３年に「障害児通所支援の在り方に関する検討会」

が開催され、制度改正等も視野に議論され、同年１０月には報告書がとりまとめられ

ました。同報告書でとりまとめられた内容については、社会保障審議会障害者部会に

おいても議論がなされ、令和３年１２月に「障害者総合支援法改正法施行後３年の見

直しについて 中間整理」において、今後の障害児通所支援における検討の方向性が

示されました。同中間整理において示された内容を踏まえ、児童発達支援センターが

地域における障害児支援の中核的な役割を担う機関であることの明確化や、児童発達

支援における「福祉型」と「医療型」の一元化等、法改正が必要な事項について、令

和４年の通常国会に児童福祉法の改正法案が提出され、同年６月に成立、令和６年４

月に施行されました。運営基準の遵守、監査の強化、さらには指定基準の見直しな

ど、年々制度は厳格化しております。 

全ての子どもの最善の利益を保証し健全な育成を図るために、川崎市内の全ての事

業所が、法律、条例、各種通知等に沿った質の高いサービスを提供する必要がありま

す。 

しかし、上記のような変遷を以てしてもなお、川崎市における事故や苦情、及び不

適切な対応等についての通報等は後を絶たず、同じ市内の事業所の中でも支援の質に

開きが出ているのが現実です。 

 

そこで今回、国ガイドラインを適宜参照・引用しながら、川崎市の実情等を踏まえ

た「川崎市版保育所等訪問支援ガイドライン」を策定しました。 

川崎市版も国ガイドラインと同様に、支援の基本的事項を示したものです。 

各事業所におかれましては、支援の現場で悩んだ時、立ち止まった時、又はミーテ

ィングや研修を実施する時などに、支援の質の向上を図るための材料としてお役立て

いただけたら幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

○ 本 書 は 、 令 和 ６ 年 ９ 月 時 点 の 内 容 で 編 集 し て い ま す 。  

〇 全 体 の 構 造 は 、 第 １ 部 と し て こ ど も 家 庭 庁 発 出 の ガ イ ド ラ イ ン を 原 文 の ま ま 掲 載 し て お り ま す 。 第 ２ 部 と し て こ

ど も 家 庭 庁 の ガ イ ド ラ イ ン を 抜 粋 し 、 川 崎 市 の 解 釈 を 掲 載 し て お り ま す 。 抜 粋 し て い な い 部 分 に つ い て は 、 こ ど

も 家 庭 庁 の ガ イ ド ラ イ ン を そ の ま ま 使 用 し て く だ さ い 。  
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第２部 こども家庭庁発出のガイドラインにおける川崎市の解釈について 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （１５ページ） 

第３章 保育所等訪問支援の提供すべき支援の具体的内容 

２．保育所等訪問支援の内容 

（３）家族に対する支援 

 こどもは、保護者や家庭生活から大きな影響を受けることから、こどもの成長

や発達の基盤となる親子関係や家庭生活を安定・充実させることが、こどもの「育

ち」や「暮らし」の安定・充実につながる。 

このため、障害のあるこどもを育てる家族が安心して子育てを行うとともに、安

心してこどもを保育所等に通わせることができるよう、保護者に対し、訪問先施設

におけるこどもの様子や、訪問先施設の職員のこどもへの関わり方などを含め、提

供した保育所等訪問支援の内容を伝えることが必要である。 

 「家族に対する支援」においては、こども本人の状況や家庭の状況等を踏まえる

とともに、保護者の気持ちを受け止め、こども本人と保護者との相互の信頼関係を

基本に保護者の意思を尊重する姿勢が重要である。 

【川崎市の解釈 １】 

保育所等訪問支援は、保護者への支援も求められています。 

保護者への支援とは、「保護者の要望」をそのまま受け入れるだけ、というもので

はありません。具体的には、「子育て全般の相談に乗る」、「こどもに対する関わり

方のスキルを助言」、「その子の状況にあわせた進路相談」などの支援が挙げられま

す。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （３１ページ） 

第６章 保育所等訪問支援の提供体制 

２．職員配置及び職員の役割 

（２）設置者・管理者の責務 

〇設置者・管理者は、保育所等訪問支援事業所の役割や社会的責任を遂行するため

に、法令等を遵守し、設置者・管理者としての専門性等の向上を図るとともに、保

育所等訪問支援の質及び職員の資質向上のために必要な環境の確保を図らなければ

ならない。 

〇設置者・管理者は、保育所等訪問支援事業所が適切な支援を安定的に提供するこ

とにより、障害のあるこどもの発達に貢献するとともに、こどもや家族の満足感、

安心感を高めるために、組織運営管理を適切に行わなければならない。 

〇設置者・管理者は、各職員が目指すキャリアパスに応じた研修等に参加すること

ができるよう、職員の勤務体制等を工夫し、職員一人一人の資質及び専門性の向上

の促進を図らなければならない。 
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〇設置者・管理者は、職員一人一人の倫理観及び人間性を把握し、職員としての適

性を的確に判断するとともに、職員がキャリアパスに応じた研修等に参加すること

ができるよう職員の勤務体制等を工夫し、職員一人一人の資質及び専門性の向上の

促進を図らなければならない。 

〇設置者・管理者は、質の高い支援を確保する観点から、職員が心身ともに健康で

意欲的に支援を提供できるよう、労働環境の整備を図る必要がある。 

【川崎市の解釈 ２】 

児童発達支援管理責任者は常勤専従での配置が必須、管理者も、その業務内容の重

要性から、可能な限り常勤専従である方がよいです。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （３１ページ） 

第６章 保育所等訪問支援の提供体制 

２．職員配置及び職員の役割 

（３）設置者・管理者による組織運営管理 

 設置者・管理者は、事業所の運営方針や支援プログラム、保育所等訪問支援計

画、日々の訪問支援に関して、児童発達支援管理責任者及び職員の積極的な関与の

もとでＰＤＣＡサイクルを繰り返し、事業所が一体となって不断に支援の向上を図

ることが重要である。 

  また、設置者・管理者は、ＰＤＣＡサイクルを繰り返すことによって、継続的に

事業運営を改善する意識を持って、児童発達支援管理責任者及び職員の管理及び事

業の実施状況の把握その他の管理を行わなければならない。 

【川崎市の解釈 ３】 

設置者は、定期的に事業所の様子を見に行く、又は現場の従業者の意見を聞く機会

を設けるなど、運営理念の実現に向けた取組みをしましょう。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （３２ページ） 

第６章 保育所等訪問支援の提供体制 

２．職員配置及び職員の役割 

（３）設置者・管理者による組織運営管理 

  ②複数のサイクル（年・月等）での目標設定と振り返り 

  〇ＰＤＣＡサイクルにより不断に業務改善を進めるためには、児童発達支援管理

責任者及び職員が参画して、複数のサイクル（年間のほか月間等）で事業所とし

ての業務改善の目標設定とその振り返りを行うことが必要である。 

【川崎市の解釈 ４】 

一人一人の個別のファイルを作成して保管しましょう。日々の記録を含め、計画に

沿った支援が行われているか、全ての記録がこどもごとに確認、振り返りができるよ

うな保管方法をとりましょう。 
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【こども家庭庁ガイドライン】 （３６ページ） 

第６章 保育所等訪問支援の提供体制 

４．衛生管理、安全管理対策 

（４）安全管理対策 

  〇設置者・管理者は、運営基準により、事故が発生した場合は、速やかに都道府

県、市町村、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることが求められ

ている。設置者・管理者は、訪問先と連携し、事故が発生した場合における対応

方法について事前に確認しておくとともに、指定権者である都道府県、支給決定

の実施主体である市町村及び事業所等の所在する市町村が、どのような事故の場

合に報告を求めているかや、事故が発生した場合にどのような方法により報告を

求めているかについて、必ず都道府県や市町村のホームページ等で確認し、適切

な対応を行う必要がある。 

  〇設置者・管理者は、発生した事故事例の検証や、事故につながりそうなヒヤ

リ・ハット事例の情報を収集し、検証を行う機会を設けるとともに、事故原因の

共有と再発防止の取組について、全ての職員に共有することが必要である。 

【川崎市の解釈 ５】 

 救急搬送等、通院を伴う重大な怪我や感染症等が発生した場合には、必ず川崎市へ

速やかに報告し、その事故報告書を川崎市へ提出してください。重大な怪我や感染症

等を事業所内で収めようとすることは、重大な隠蔽となってしまいます。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （３７ページ） 

第６章 保育所等訪問支援の提供体制 

５．適切な支援の提供 

〇職員は、保育所等訪問支援の提供すべき支援の内容等について理解するととも

に、保育所等訪問支援計画に沿って、それぞれのこどもの障害種別、障害の特性、

発達の段階、生活状況に細やかに配慮しながら支援を行うことが必要である。 

【川崎市の解釈 ６】 

保護者にとっては皆様がプロの従業者です。「パート」や「社員」といった区別は

ありません。雇用形態等に関わらず、責任ある対応をしましょう。 

 

 

【こども家庭庁ガイドライン】 （３７ページ） 

第６章 保育所等訪問支援の提供体制 

５．適切な支援の提供 

 〇職員は、その日行った支援の手順、内容、こどもの反応や気づきについて、記録

をとらなければならない。また、日々の支援が支援目標や保育所等訪問支援計画に

沿って行われているか、記録に基づいて検証し、支援の改善や自らのスキルアップ

に繋げていく必要がある。 
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【川崎市の解釈 ７】 

記録は自分だけの備忘録ではなく、他の人に見せるものであるという意識を持って

ください。簡潔で読みやすく、誰が手にしても客観的事実を正しく読み取れるように

記入しましょう。 
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